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は じ め に 

 

伊達市では、2016年（平成27年）３月に「やさしい心がかよいあう愛のあるまち」を

基本理念とした「第３期伊達市地域福祉計画」を策定し、市民の皆様や社会福祉協議会、事

業者の方などと連携して、それぞれの役割に基づく協働を進めながら、地域福祉の向上に努

めてまいりました。 

しかし、少子・高齢化や核家族化の進展、地域住民相互のつながりの希薄化などの社会情

勢や家族形態の変化に伴い、これまでの公的なサービスや行政の福祉施策のみで対応するこ

とは難しくなっており、住民相互の支え合いや助け合い、自立した生活を支援する福祉サー

ビスや地域ぐるみの福祉活動などによって、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティをつ

くることがより一層求められているところであります。 

第３期計画では、「自助・共助・公助」の連携による課題解決に向けた仕組みづくりの方

向性を示しておりましたが、第４期計画では「住民同士の支え合い・助け合い」といった 

「互助」も重要となってくることから、「自助・互助・共助・公助」を重層的に組み合わせ

た取組を推進することとしております。 

また、社会福祉法の改正により、生活困窮者等に対する相談支援体制の整備や共生型サー

ビス等の展開、包括的な支援体制の整備が求められていることから補足することとし、これ

までの取組を一層推進して、地域の福祉問題を解決できるよう新たな地域福祉のニーズや社

会情勢に見合った取組を総合的に推進してまいります。 

策定にあたっては、福祉関係団体や公募による委員などで構成されました地域福祉計画策

定委員会で計画の素案を検討していただきました。 

今後この計画をもとに、地域共生社会の実現に向けた取組を進める中で本計画を着実に実

行することにより、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域社会の実現に

向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、市民の皆様の一層のご理解ご協力をお

願い申し上げます。 

おわりに、この計画の策定にあたりご尽力賜りました多くの皆様に心から感謝申し上げま

す。 

 

平成31年３月 

 

伊達市長 菊 谷 秀 吉 
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 第１章 計画策定にあたって                 

 

第１ 地域福祉計画のねらい 

 

１ 地域福祉の必要性 

近年、私たちの地域社会を取りまく状況は、少子高齢化、人口減少や価値観の多様化、 

   地域における人々のつながりの希薄化等により、かつて当たり前に共有していた地域住 

  民相互のつながりが薄れてきています。 

また、子どもや高齢者、障がい者等に対する虐待や、ひきこもりなど個人課題につい

ての多様化も見られます。さらに、高齢者、生活困窮者の孤独死、高齢者や障がい者に

対する※消費者被害、※特殊詐欺被害など地域福祉をめぐる課題は複雑化・深刻化して

おり課題への対応が求められています。 

こうしたなかで、公的なサービスだけでは対応が極めて難しい状況となっていること

から、地域における住民相互の助け合いや支え合いが益々重要な課題となっています。 

このような課題を抱えた者だけではなく、誰もがいつでも気軽に立ち寄れることがで

きる居場所や、地域住民、専門職の話し合いを通じて新たな活動が生まれることが期待

できる地域の拠点の整備が重要となります。 

     個人や家庭の抱える複合的課題などへの包括的な支援を行っていくため、地域の課題

を「丸ごと」受け止め、他人事を「我が事」と考える地域づくりに参画し、人と人、人

と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく※「地域共生社会」が求められます。こうした中、地

域共生社会の考え方が社会福祉法にも位置付けられ、地域住民と行政等との※協働によ

る包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画が努力義務化さ

れました。 

   本市では、各個別計画に基づき、多様なサービスを計画的に整備するとともに、※自

殺対策基本法に規定される「自殺対策計画」の策定と、地域の高齢者の多様なニーズに

対応するため、介護、福祉、保健、医療等が連携、協力し地域の実情に即した活動がで

きるような地域福祉体制の構築にむけて取り組み、子どもから高齢者まですべての住民

同士が支え合い、助け合いながら暮らせるまちづくりを実現させるため『第４期地域福

祉計画』を策定するものです。 
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２ 地域福祉とは 

  

「地域福祉」とは… 

◇市民の積極的な参加のもとで、 

◇行政、自治会、社会福祉協議会、事業者、※ボランティア・※NPO 等 

地域のなかで多様な主体が相互に協力しあい、       

◇全ての人が地域社会の一員として、尊厳をもって地域で暮らして 

 いけるような自らの地域の個性ある福祉をつくり上げること 

 

以上の理念のもと、地域福祉を推進する基本的な考え方は、住み慣れた地域や家庭の 

  なかで、安心してその人らしい自立した生活を営むことができるようにお互いの生活上 

  の課題を認識し、より一層のコミュニティを発展させ、共に生きる社会づくりを進める 

  ことです。 

 

▷▷▷ 地域福祉のイメージ ◁◁◁ 

 

                   (自助) 

                                    市    民 

                                     市民参加 

 

 

                                 ※協 働  

                              地域に関わる全ての人が 

                             協力しあって課題に取り込む       

      (公助)                    (互助・共助) 

行    政                 住民同士・社会保障・社協・民生委員等  

      公的福祉サービスの充実                       福祉サービスの提供等 
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○自助・互助・共助・公助のバランス 

 

地域福祉を推進するためには、行政だけでなく、市民や団体、事業者もそれぞれの役

割を果たしながら連携することが大切です。 

   第３期計画では、「自助」「共助」「公助」の３つの効果的連携による課題解決に向

けた仕組みづくりの方向性を示していましたが、第４期計画では、市民の身近な地域に

基盤をおいて、援助を必要としている人の自立しようとする意欲やその家族らによる

「自助」、社会保障や介護保険サービス等による「共助」、行政や制度的なサービスで

ある「公助」、さらには住民同士の支え合い・助け合いといった「互助」も重要となっ

ていることから、「自助・互助・共助・公助」を重層的に組み合わせた取組を推進する

ことが重要です。 

   また、「互助」「共助」も相互的に支え合っているという観点で共通しており、一体

性があると考えられるため、第４期計画では「互助・共助」と記載することとします。 

    

    

 

 

 

 

 

            参加        問題の発見                     参加       問題の発見 

                        ・解決                                  ・解決 

                                                            

 

 

 

 

                            地域福祉ネットワーク 

                                   （概念図） 

                                

                                 

                               （多様な社会資源） 

 

                                      

 

 

 

すべての市民（高齢者・障がい者・児童を含む）  

 

社会福祉協議会  

個人の 
ボランティア 

民生委員  
児童委員  

ボランティア 
団体  

 
医療機関 

自治会  

関係団体  

NPO法人  

 
行政機関  

 

事業者  

 

社会福祉施設 
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第２ 計画の位置づけ 

 

１ 法に基づく地域福祉の推進 

本計画は、※社会福祉法第 107 条の規定に基づく行政計画で、地域福祉を総合的に

推進するための基本理念や基本目標を定めるものです。 

 

    【社会福祉法（抜すい）】 

 

市町村地域福祉計画（平成30年４月施行） 

 第107条 

      市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画 

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

     一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉に関し、 

    共通して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

     三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

     四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

   五 前条第1項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関す 

    る事項 

 ２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 

  地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるも 

  のとする。 

 ３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評 

  価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を 

  変更するものとする。 

 

 

 

２ 各計画との関係 

本計画は、「第７次伊達市総合計画」を上位計画とした地域福祉を推進する計画で、

基本理念や基本目標、今後の取組方策を示したものです。 

    総合計画に掲げる本市の将来像“みんなが豊かさを感じられる市民幸福度最高のま

ち”を推進するため、高齢者や障がい者、子ども・子育て世代など保健福祉分野にお

いて策定している個別計画の上位計画としてこれらを内包するものです。 

また、社会福祉協議会で策定する「地域福祉実践計画」との相互連携を図りながら

進めていくこととします。 
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▷▷▷ 地域福祉計画の位置づけ ◁◁◁ 

 

 

 

総合計画（基本構想・基本計画）         

        

        

  

  

  

  
地域福祉計画 

 

   

 

 

 

            

連携   社会福祉協議会  

 

 

分 

野 

別 

個 

別 

計 

画 

高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

  

     

 

 
地域福祉実践計画 

     
     
    

   
相互補完 

 

 

     

子ども・子育て支援事業計画  
 

○基本理念 

障がい者計画 

障がい福祉計画 

   

○基本目標 
  

 
        支援 

 
 

 

健康づくり伊達21  

    
 

 伊達すこやか親子21  

                 等  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉支援計画 

 

北海道 
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○ 保健福祉分野の個別計画 

区分 計 画 の 呼 称 計画期間 根  拠  法 担当部署 

 

 

法 

 

定 

 

計 

 

画 

 

 

 

伊達市高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画第７期計画 

2018～２020 

（３か年） 

老人福祉法 

介護保険法 
高齢福祉課 

伊達市子ども・子育て支援事

業計画 

2015～2019 

（５か年） 
子ども・子育て支援法 子育て支援課 

第3期伊達市障がい者計画 
2019～2025 

（７か年） 
障害者基本法 社会福祉課 

第5期伊達市障がい福祉計画 
2018～2020 

（３か年） 
障害者総合支援法 社会福祉課 

第2次健康づくり伊達２１ 
2013～2022 

（10か年） 
健康増進法 健康推進課 

第２次伊達すこやか親子２１ 
2016～2024 

（９か年） 

健康増進法 

母子保健法 
健康推進課 

 

３ 社会福祉協議会との連携 

社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進する中核的な団体として位置 

づけられ、地域住民や福祉関連団体、ボランティアなどの自主自発的な参加を得て、地

域福祉の推進に積極的に取り組んでいます。 

 地域と市との協働関係を築く上で、※コーディネーターとしての役割も大きく、市と

社会福祉との役割を明確にし、連携を深める中で取り組みを進めていくことが大切です。 

 また、社会福祉協議会はこれらの活動を体系的に推進するため「地域福祉実践計画」

を策定しています。 

     このため、社会福祉協議会と協調のもと、連携と相互補完により両計画を一体的に推

進することが重要です。 
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第３ 計画の期間 

 

本計画は、2019 年度から 2023 年度までの５か年計画とします。 

      国や道の動向、社会情勢、福祉関連制度の改正、市民の※ニーズの変化など必要に応

じて計画の見直しを進めることとします。 

 

 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

 

                                     
     第３期伊達市地域福祉計画     第４期伊達市地域福祉計画 

            

 

 

 

    第６次伊達市総合計画        第７次伊達市総合計画 

   （2009 年度～2018 年度）         （2019 年度～2028 年度） 

 

                                                                      

第４ 福祉圏域の考え方 

 

  地域福祉計画では、人口、地理的条件、交通等などに留意して、住民同士が共通の生

活課題を持って活動できる圏域を福祉圏域と考えます。これまでの地域福祉計画では、

福祉圏域については明確にし取組を進めていた訳ではありませんが、第４期計画では伊

達地区と大滝区の行政区域を一つの圏域として位置づけ、共通して取り組んでいきたい

と考えます。 

また、この圏域を基本として市民の地域福祉活動を推進するとともに、福祉サービス

の提供にあたっても考慮していきます。 
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 第２章 伊達市の現状                    

 

第１ 人口・世帯 

 

１ 人口・世帯 

  伊達市の人口は、2000 年（平成 12 年）までは増加傾向にありましたが、それ以

降は減少傾向にあり、2018 年（平成 30 年）３月３１日現在で３４，５７９人とな

っています。長期の人口減少過程に入った状況で依然として少子・高齢化が進んでお

り、今後も、減少すると予想されます。 

世帯数についても、2018 年（平成 30 年）を除き、微減傾向が続いており、今後

についても、同様の傾向が続くと思われます。 

 

人口・世帯の推移（各年 3 月 31日現在） 

 

〈資料〉住民基本台帳 

２ 地区別人口 

  地区別の人口推移は、大滝地区を除き、全地区で微減傾向を示しております。 

 

地区別人口の推移（各年 3 月 31日現在） 

                                〈資料〉住民基本台帳 
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３ 年齢別人口 

  年齢別の人口は、男女とも６５～６９歳が最も多く、男性が１,５３９人で９.５７％、

女性が１,７１４人で９.２７％となっています。 

 

５歳階層別・男女別の人口構成割合（2018 年 3月 31 日現在） 

   
〈資料〉住民基本台帳 

４ 世帯構造 

  核家族化や少子化が依然すすんでおり、１世帯当たり平均世帯人員は年々減少傾向

にあります。 

      1 世帯当たり平均世帯人員の推移 

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2018年

平均世帯人員（人） 2.65 2.46 2.47 2.37 2.19 1.92

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

                      〈資料〉国勢調査（201８年は住民基本台帳） 
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第２ 社会福祉施設 

 

   本市の主な社会福祉施設等の状況は、次のとおりです。 

 

主な社会福祉施設等一覧 

 

１ 高齢者関係施設 

事   業   名 施   設   名 箇所数計３３ 

養護老人ホーム 潮香園 １ 

特別養護老人ホーム 
喜楽園、ひまわり、サテライトひまわり、なごみ

の里、おおたきの杜 
５ 

有料老人ホーム（特定施設） チエロだて、さらさ伊達 ２ 

ケアハウス 
伊達ぷらいむ館、クアリゾート 453、 

セイントヒルズ（介護付き） 
３ 

デイサービスセンター 

喜楽園、ひまわり、アウル、北湯沢、つくし、 

セイントヒルズ、ともあれ、きたえるーむ 

レッツ俱楽部、心温 

10 

在宅介護支援センター ひまわり、北湯沢 ２ 

老人保健施設 
プライムヘルシータウン湘南、 

北湯沢温泉いやしの郷 
２ 

介護医療院 北湯沢温泉いやしの郷 1 

デイケアセンター プライムヘルシータウン湘南、ソエル ２ 

グループホーム アウル、こもれび、ねねむ、桜香、SORA ５ 

２ 障がい者関係施設 

事   業   名 施   設   名 箇所数計３５  

障がい者支援施設 
優徳荘、大滝学園、伊達リハビリセンター、 

大滝わらしべ園、太陽の園 
５ 

障がい者福祉サ

ービス事業所 

（訪問、相談支

援サービスを除

く） 

生活介護 

優徳荘、伊達リハビリセンター、 

大滝わらしべ園、大滝学園、太陽の園、 

ワークセンターえるむ、 

ふみだす、第２ふみだす、喜楽園、ひまわり  

 

１０ 

短期入所 
優徳荘、大滝学園、伊達リハビリセンター、 

大滝わらしべ園、太陽の園、サポートじゃんぷ 
６ 

共同生活

援助 

だて地域生活支援センターらいむ・ぴいす、 

ゆうゆう、サポートじゃんぷ 
３ 

宿泊型自

立訓練 
i・box（アイボックス）、旭寮 ２ 
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自立訓練 

（生活訓練） 
i・box（アイボックス） １ 

就労移行

支援 
i・box（アイボックス） １ 

就労継続

支援 A 型 
伊達の風 １ 

就労継続

支援Ｂ型 

ワークセンターえるむ、ふみだす、伊達の風 

第２ふみだす、i・box（アイボックス） 

言泉学園湘南しいたけ 

６ 

３ 障がい児関係施設 

事   業   名 施   設   名 箇所数計８ 

障がい児入所施設 太陽の園 １ 

障がい児通所 

支援事業所 

放課後等デ

イサービス 
あいあいＲＯＯＭ、まぁぶる、まぁぶるキッズ ３ 

児童発達

支援 
あいあいＲＯＯＭ、まぁぶる、まぁぶるキッズ ３ 

情緒障がい児短期治療施設 バウムハウス １ 

４ 児童福祉施設 

事   業   名 施   設   名 箇所数計２７ 

保育所 

ふたば保育所、ひまわり保育所、つつじ保育所、

くるみ保育所、伊達保育所、うす保育所、 

大滝保育所、虹の橋保育園 

８ 

児童厚生施設 旭町児童館、なないろ児童館 山下町児童館 ３ 

子育て支援センター えがお、おひさま、くろーばー ３ 

放課後児童クラブ 

うめのこ、さくら、あやめ、第１やまびこ、 

第２やまびこ、第３やまびこ、ほしのこ、 

かぜのこ、きたのこ、ながわ、まれふ、うす、 

おおたき 

１３ 

５ その他の施設 

事   業   名 施   設   名 箇所数計６ 

生活館 有珠生活館 １ 

相談支援事業所 

伊達市障がい者総合相談支援センター「あい」、 

胆振圏域障がい者総合相談支援センター「るぴなす」、 

どんぐりころころ 

障害者相談支援事業所つくし 

伊達市地域包括支援センター 

５ 

〈資料〉伊達市健康福祉部 
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第３ 民生委員児童委員 

 

伊達市民生委員児童委員協議会（以下「伊達市民児協」という。）は、市内の民生

委員児童委員７８名と主任児童委員１０名（各地区２名）の計８８名で構成されてい

ます。 

また、伊達市民児協は５つの地区に組織され、４つの部会を組織し活動しています。 

民生委員児童委員の相談・支援件数及び活動件数は下図のとおりで、相談・支援は

日常的な支援に関することが多く、活動においては地域福祉活動・自主活動、民児協

の運営等が多い状況となっています。 

 

民生委員児童委員数 (2017 年度)                 部   会 

地     区 委 員 数  高 齢 者 部 会 

東地区民児協 ２０名  しんしょう者部会 

南地区民児協 ２０名  児 童 部 会 

北地区民児協 １８名  広 報 委 員 会 

西地区民児協 ２１名   

大滝地区民児協  ９名   

合     計 ８８名   

 

2017 年度民生委員児童委員の相談等活動状況 

          
 

 
 

    

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
          

23
71

2,584
1,600
1,651

2,391

要保護児童の発見通告・忠告
証明事務

民児協運営・研修
地域福祉活動・自主活動

行事や会議などへの参加協力
調査・実態把握

相談・支援以外の活動件数

〈資料〉伊達市健康福祉部 
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第４ 社会福祉協議会 

 

社会福祉協議会（略称：社協）は、地域住民やボランティア、福祉、医療、教育など

の関係者や行政機関の参加・協力のもと、地域の方々が住み慣れたまちで安心して生活

することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざした様々な活動を行い、地域福祉

の推進に取り組んでいます。社協は民間団体ですが、社会福祉法に位置付けられていま

す。（市町村社協、政令指定都市の区社協、都道府県社協及び全国社協） 

また、伊達市では地区社会福祉協議会（略称：地区社協）が連合自治会を単位として、

市内１２地区全てに設置されています。地区社協は、地域内の自治会などの地縁組織を

中心とした各分野の団体や住民の皆さんにより構成されており、身近な住民福祉活動の

基盤として、地域の生活課題や困りごとに対応し、住民の支え合いによる住みよい地域

づくりを進めています。 

 

伊達市社会福祉協議会の主な活動 

１ みんなで支える地域づくり 

地区社協やその構成員である※福祉委員が活動しやすい土壌づくりや事業実施のき

っかけづくりなどを行うことにより、地区社協活動の推進に取り組んでいます。 

また、市民自らの力によるコミュニティづくりへの支援や年齢、性別、障がいの有

無などかかわらず、すべての人が積極的に社会参加できる機会の提供を図っています。 

２ 地域福祉の担い手づくり 

地域住民の全てが地域福祉活動の担い手という意識を浸透させていくとともに、ボ

ランティア活動や市民活動を担う人材の発掘、育成に努めています。 

また、※ボランティアに関する情報の収集と発信、各関係団体等との連携を強化し、

ボランティアセンターの機能の充実を図り、やりがいのある活動の場の提供を進めて

います。 

さらに、大規模災害が発生した場合は「災害ボランティアセンター」を立ち上げ、

ニーズ調査、ボランティアの受け入れ、調整を行い被災者支援に取り組みます。 

３ その人らしい生活を支えるための福祉サービスの提供 

多様化・複雑化した課題に対応するために、伊達市をはじめとした関係機関、地域

の組織などとの連携による総合的な支援の体制づくりを進めていきます。 

また、生活福祉資金等貸付事業、日常生活自立支援事業、地域包括支援センター、

ボランティアセンターなど社協が進める各種事業とその他の福祉制度などを繋ぎ、包

括的な福祉サービスの充実を図っています。 

４ 地域に信頼される運営のための組織づくり 

社協だよりやホームページなどを通して、地域への情報を定期的に発信し、社協活

動と地域福祉への理解と協力の意識啓発に取り組んでいます。 

また、地域住民や各種団体の運営支援、地域福祉の充実発展に功績のあった個人や

団体への表彰などを通して、市内の福祉活動のさらなる促進を図っています。    
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第５ 自治会 

 

本市では、自治会活動や市民活動が活発に行われていますが、近年における人口の

減少や市民意識の変化などにより、自治会の加入率は年々低下傾向にあります。 

２０１８年（平成 30 年）では、６４.９４％となっています。これは、市民の生活

様式の変化や住環境の変化などにより、近所との付き合いが希薄になり、地域への帰

属意識が低下しているからと考えられます。 

しかし、自治会が中心となって、身近な地域の支え合い活動や災害時における※避

難行動要支援者情報の把握・収集など地域の様々な生活課題に取り組んでいます。 

 

                                   自治会加入世帯数 

                                   住民基本台帳世帯数 

自治会加入率の推移（各年 4 月 1 日現在） 

50

60

70

80

90

100

 

〈資料〉伊達市総務部 
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第６ ボランティア・ＮＰＯ 

 

   本市のボランティア活動状況については、伊達市社会福祉協議会調べによるボラン

ティア団体を見てみると、２０１５年度（平成２７年度）から登録方法変更し、年度

更新としたため差異が生じています。２０１７年度（平成２９年度）以降は、ほぼ横

ばいとなっています。 

   ※ＮＰＯ法人登録数は、全道的に増加の一途をたどっており、本市においても微増傾

向にあります。 

本市のボランティア登録団体数 

                                        （団体） 

 
２０１４年度 

（平成２６） 

２０１５年度 

（平成２７） 

２０１６年度 

（平成２８） 

２０１７年度 

（平成２９） 

２０１８年度 

（平成３０） 

団 体 数 ４０ ２３ ２８ ３８ ３４ 

〈資料〉伊達市社会福祉協議会 

 

道内・本市のＮＰＯ法人数 

（団体） 

 
２０１４年度 

（平成２６） 

２０１５年度 

（平成２７） 

２０１６年度 

（平成２８） 

２０１７年度 

（平成２９） 

２０１８年度 

（平成３０） 

北海道内 １,７９４ １,８９０ １,９９８ ２,０７６ ２,１６５ 

伊達市内 １６ １７ １８ ２０ ２１ 

〈資料〉北海道環境生活部、伊達市総務部 

 

本市のＮＰＯ法人の数及び種別（2018 年 3 月 31日現在） 

0 2 4 6 8 10 12

環境保全

学術・文化・芸術又はスポーツ

まちづくり

社会教育

保健・医療・福祉

環境保全

学術・文化・

芸術又はス

ポーツ

まちづくり 社会教育
保健・医療・

福祉

法人数及び種別（団体数） 4 1 3 11 2

                                〈資料〉伊達市総務部 
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 第３章 基本理念                       
 

地域福祉を推進するにあたっては、明確な理念があってはじめて市民と行政、社会福

祉協議会等が、ともに手を携え、まちづくりに取り組むことができるといえます。 

     基本理念は、計画全体を貫く指針となるものであり、これからの福祉のまちづくりの 

  方向性を示すものです。 

    本計画は、第７次伊達市総合計画で定める市の将来像 「みんなが豊かさを感じられ

る市民幸福度最高のまち」 の方針を受け、第３期計画の基本理念を※踏襲し、心身とも

に健康で住民同士の支え合い、助け合いながら、誰もが心豊かに安心して生涯を過ごす

ことができる地域福祉体制を構築するため、次のとおり基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

        

          

 

 

 

 

 

伊達市は、この基本理念に基づき市民と行政、社会福祉協議会、事業者などが連携し、

それぞれの役割に基づく協働を進めながら、誰もが生きていることを実感できる人にや

さしいまちづくりをめざします。 
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 第４章 基本目標                       
 

基本目標は、地域福祉推進のキーワードとなるもので、取組の方向性を示すものです。 

   基本理念の実現に向けて、市民と行政、社会福祉協議会、事業者等が連携して地域福

祉を推進していくため、第３期計画の基本目標を踏襲し、取組を進めます。 

 

         参加と交流による安全・安心な地域づくり 

                      高齢者や障がい者などの自立した生活を地域が支えていくため、 

見守りや日常生活の支援が欠かせません。 

            住み慣れた地域で安全・安心に生きいきと暮らせるよう、社会 

                      参加を促して交流やふれあいを深めるとともに、自主防災活動や 

             ※避難行動要支援者の避難支援の手助けを地域とともに行うこと 

ができる組織体制づくりを進め、市民が互いに尊重しあい、支え 

あい、助けあう人にやさしい地域づくりをめざします。 

 

         地域福祉の担い手づくり 

           地域福祉を推進するには、活動の担い手が広がる仕組みが必要 

                   です。福祉意識の醸成はもとより、市民活動やボランティア活動 

             を担う人材の発掘、確保、育成するとともに、市民の自主的な活 

             動を広げていくための支援やネットワーク化を図るなど、市民が  

                       生きがいをもって社会参加できる基盤づくりをめざします。 

 

    多様なサービス提供の仕組みづくり 

                     福祉ニーズが多様化している今日、市民が身近な地域で必要な 

            サービスが利用できるよう、※地域包括ケアシステムの構築に努め、 

             効果的な情報提供や相談支援体制を整え、利用者が自分に合ったサ 

                       ービスを選択し、安心して利用できるサービス提供の仕組みづくり 

                       をめざします。 

 

        地域福祉ネットワークの体制づくり 

           地域における福祉ネットワークを核として、子どもや高齢者、 

            障がい者等の見守り組織づくりをめざすとともに、ボランティア 

            団体や当事者団体、行政関係機関など相互の連携強化とネットワ 

            ークづくりをめざします。 
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 第５章 計画の推進にあたって               
 

地域福祉計画を具体的に推進していくには、市民や、各種団体、市がお互いの責任と役

割を認識しながら、同じ立場にたった地域福祉の取組を行っていく必要があります。   

 また、各個別計画の着実な推進と連携を図りながら、福祉コミュニティを確立できる活

動を支援し、それぞれの役割を果たして市民と協働で計画の実現に向けた取組を進めるこ

とが必要です。 

 

第１ 計画の推進 

 

１ 協働による推進体制の構築 

(1) 市民の役割 

        市民は、福祉サービスの利用対象者であるとともに、地域福祉の担い手として期待

される立場にあります。 

     市民一人ひとりが地域社会の一構成員として福祉を担うという意識を持ち、個人の

知識や技術を生かして地域活動やボランティア活動などに主体的に取り組みます。 

(2) 地域の役割 

        地域やボランティアには、互助・共助の力を高めることが期待されています。 

    自治会や社会福祉協議会などは、それぞれの活動を実施することのほか、他団体と

連携協力することで、地域で行われる福祉活動を一層強化し充実させていきます。 

    (3) 事業者の役割  

        サービス事業者は、利用者の立場に立って質の高いサービスを提供することが期待

されています。 

    サービスの提供によって利用者の自立を支援するほか、他の事業者や関係機関、地

域の各種団体などとの連携を進めます。 

    また、サービス内容の情報提供及び公開や利用者の権利擁護などサービスが利用し

やすい環境づくりに努めます。 

    (4) 市の役割  

        市には、地域福祉を推しすすめるため福祉施策を総合的に推進する責務があります。 

    このため、福祉以外の様々な分野に関係する部局も含めた庁内の連携に努めます。 

    また、関係機関や各種団体、事業者などから情報収集を行い、市民ニーズや地域の

特性に配慮した施策を進めます。 

        各種団体やボランティア活動を促進するとともに、関係機関や各種団体等との相互

の連携協力に努めます。 
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２ 社会福祉協議会との連携強化 

地域に密着しながら地域福祉の推進に中心的な役割を担う社会福祉協議会と積極的に

連携し、地域福祉活動の推進や総合的な体制づくりについて協議を進めながら計画を推

進するものとします。 

地域と市との協働関係を築く上で、コーディネーターとしての社会福祉協議会の役割

は大きく、市と社会福祉協議会とが互いの役割を明確にし、連携を深める中で取組を進

めていくことが大切になります。 

   また、社会福祉協議会が市民の参画を得て策定する「地域福祉実践計画」と連携した

取組を進めます。 

 

３ 計画の見直しと外部連携 

庁内組織の「地域福祉計画策定会議」を中心として各個別計画との必要な調整を行う

ほか、国や道などの動向、社会情勢、福祉関連制度の改正、市民のニーズの変化など必

要に応じて計画内容の見直しを進めるものとします。 

   また、地域福祉を推進するにあたって、市単独では解決困難な課題や広域的な対応が

より効果的な問題等については、国や北海道あるいは近隣市町との連携のなかでその解

決をめざします。 
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 第６章 計画の内容                        

 

○ 計画の体系 

 第１ 参加と交流による 

安全・安心な地域 

づくり 

１ 市民の交流促進 （１）ふれあいの場と機会づくり 

  (２）高齢者・障がいのある人や 

ど   子どもと地域との交流推進 

２ 高齢者や障がいのある 

人の社会参加の促進 

３ 安全で安心な環境づくり （１）自主防災活動の推進 

 

第２ 地域福祉の担い 

手づくり 

１ 福祉意識の醸成と啓発 （１）福祉教育の推進 

 

２ ボランティアなどの育成 

・支援 

 

（２）ＮＰＯ活動の支援促進 

（３）ユニバーサルデザインの 

推進 

（６）高齢者等向け住宅の確保 

２ （２）高齢者の生きがいづくりの 

支援 

ど  子どもと地域との交流の推進 

２ （１）高齢者・障がいのある人の 

地域生活支援 

（１）ボランティア活動・市民 

活動の助長 

（４）安全な生活環境の創出 

（５）愛のりタクシーの普及及び 

バス路線の維持・再編 

 

（２）避難行動要支援者支援の 

  環境づくり 
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第３ 多様なサービス提 

供の仕組みづくり 

（１）わかりやすい情報の提供 

と事業者との連携 

（１）相談体制の充実 

第４ 地域福祉ネットワー 

クの体制づくり 

１ 地域のネットワーク化 

２ 相談体制の充実強化 

１ 情報提供の充実 

（３）自主活動団体・ボランティア 

団体のネットワークづくり 

（４）当事者団体のネットワーク 

づくり 

（５）行政関係機関のネットワー 

クづくり 

（１）福祉サービスの充実と 

利用支援 

３ 利用者主体のサービス 

実現 

（２）社会福祉協議会との連携 

強化 

（１）家庭・地域・行政の連携 

強化 



- 22 - 

 

第１ 参加と交流による安全・安心な地域づくり 

 

１ 市民の交流促進 

 

（１） ふれあいの場と機会づくり 

【現状と課題】 

核家族化の進行や生活様式の変化などにより、ひとり暮らしの高齢者が増えていま

す。また、地域での交流が少なくなり、日常生活の中で不安を感じることも多くなっ

ています。そのため、地域自治会が中心となり、自治会未加入世帯に対して自治会加

入を促し、地域活動への積極的な参加の呼びかけを行い、平成２９年度には市、連合

自治会、不動産事業者との３者協定を結び、転入、転居時での自治会への加入促進を

行っています。 

地域の行事においては、子どもからお年寄りまで参加できるよう工夫を凝らして活

動の継続を図っています。 

市の委託事業としては、ひとり暮らし高齢者等訪問サービスが行われており、地区

社会福祉協議会の「ふれあいチーム」により見守り支援などが行われていますが、地

域に温度差があり、全市的な展開と事業周知、関係者間の情報共有を図る必要があり

ます。 

地域で誰もが安心して暮らしていくためには、気軽に集える懇話会や交流会の実施

などで、高齢者の方々のふれあいの場づくりを援助する取組が求められます。 

市では、全ての連合自治会で自治会長はじめ地区社協、民生委員、地域包括支援セ

ンターなどで構成する「支え愛★地域づくり座談会」の開催をめざし、地域でのふれ

あいや支え合いに向けた話し合いを進めています。 

   新たな課題として、地域活動の中心となる役員等の高齢化や長期在任化、行事等の

参加者減少、次代の担い手不足など共通の課題を抱えており、各地域の実情や取組事

例などを共有し、各地域において実践できる仕組みづくりが求められます 

今後の取組 

① 住民同士が交流できる場づくり 

アパートやマンション住まいなどで住民同士の交際範囲が狭い場合が多く、こ 

うした住民が社会活動・地域活動等あらゆる分野への参加ができるよう機会や環

境づくりを進め、積極的に参加する意識を育みます。 

また、子どもから高齢者までの幅広い市民が交流できる仕組みや機会をつくり、

男性も女性も共に協力し合うまちづくりの推進に努めます。 
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② 地域の連携による支援体制づくり 

自治会、民生委員児童委員や社会福祉協議会などとの連携を図り、ひとり暮ら

しの高齢者や障がいのある人などに対し、在宅福祉サービスの実施や見守り支援、

健康づくり活動など地域の支援体制づくりや困ったときに支えあう※ネットワー

クづくりを推進します。 

  

（２） 高齢者・障がいのある人や子どもと地域との交流推進 

【現状と課題】 

地域に住む高齢者を保育所の行事に招待する等の取組が行われています。 

また、年１回開催されるわっくわっく広場交流大会、障がい者スポーツ交流会では、

高齢者や障がい者等が、市内全地域から集まり軽スポーツや室内ゲームを通し交流が

行われています。 

さらに、２０１６年１２月（平成２８年１２月）に「手話は言語である」との理念

に基づき、「伊達市やさしい心がかよいあう※手話言語条例」が可決され、２０１７

年４月（平成２９年４月）に新しい条例が施行されました。 

市では、この条例の制定で、手話を言語として認識し、手話によってろうあ者と健

常者がお互い理解し合いやさしい心が通い合う温かい社会を目指すとともに、地域に

住んでいるあらゆる人が分け隔てなくふれあえる場を確保し、地域住民が集い交流を

深める拠点づくりが求められています。 

今後の取組 

① 世代間交流の促進 

コミュニティセンターなどの集会所や空き店舗などを活用し、高齢者や障がい

のある人、子育て中の親や子どもなど様々な世代が楽しく自由に交流できるよう、

自治会、学校、老人クラブなどを通した世代間交流の促進に努めます。 

保育所の児童が老人ホームを訪問し、歌やお遊戯などを通した世代間交流も行

っており、引き続き多様な交流を進めます。 

② 障がいのある人と地域との交流促進 

地域、社会福祉協議会などと連携して、障がいのある人の地域活動への参加を

促進します。 

聴覚に障がいのある人へ手話通訳者を派遣するなど、障がいのある人が地域住

民と交流しやすい環境づくりを進めるとともに、手話通訳協力員の養成に努めま

す。 

また、視覚に障がいのある人は、外観からは障がいを持っていることを認識し

にくく、地域での生活に不自由なことから、※カラーユニバーサルデザインや外出

支援の取組などを進めます。 

 



- 24 - 

 

２ 高齢者や障がいのある人の社会参加の促進 

 

（１） 高齢者・障がいのある人の地域生活支援 

【現状と課題】 

閉じこもりや外出を嫌う高齢者や障がいのある人の孤立化、認知症や寝たきり、生

活機能の低下などを予防するため、伊達市※地域包括支援センターや伊達市障がい者

総合相談支援センターなどが中心となり、自治会や民生委員、地区社会福祉協議会と

連携をとりながら在宅生活での様々な相談に対応し支援をしています。 

今後は、関係機関と地域住民とが連携、協力し地域で悩みや相談に適切に対応でき

るネットワークづくりが求められます。 

今後の取組 

①  高齢者・障がいのある人の孤立化を防止し、地域生活支援 

閉じこもり、認知症、寝たきりなどを予防する上で、高齢者などの外出を支援

することが大切です。住民同士が継続して介護予防に取り組むことができるよう

に自主グループの立ち上げと活動支援を実施し、介護予防や重度化防止を図りま

す。 

また、自治会や民生委員、地区社会福祉協議会、老人クラブなどの見守りや声

かけなどによって高齢者・障がいのある人の孤立化を防ぎ、支援を受けながら地

域の中での生活が可能となるよう努めます。 

②  地域の見守り活動の推進 

日常生活上問題が発生した場合に、近所や自治会、行政などに迅速に情報が伝

わり、地域や住民がすぐに支援できる体制づくりを地域との協働のもとに進め、

問題発生を未然に防ぐ、あるいは見逃さない体制の整備に努めます。 

また、生活支援体制整備事業により、地域での支え合い、助け合いの体制づく

りに向け、現在、連合自治会ごとの「支え愛★地域づくり座談会」において話し

合いを進めていきます。 

③  障がいのある人の就労機会の確保 

障がいのある人の雇用を促進するため、胆振日高障がい者就業・生活支援セン

ター「すてーじ」の活用により事業所との連携体制の整備と強化を図るとともに

ハローワークや関係機関からの情報提供を基に制度等の周知を行います。 
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（２） 高齢者の生きがいづくりの支援 

【現状と課題】 

高齢化社会では、高齢者ができる限り健康を保持し、介護を必要とする状態になら

ないように、生きがいや社会とのかかわりを持ち続けることが重要となります。 

高齢者が、年齢にとらわれることなく自主的に活動し、自立した生活を送ることが

できるよう社会参加を通した生きがいづくりを促進するため、自主グループ等の育成

や活動支援を行っています。 

また、高齢者の閉じこもりを防ぐため、見守り活動や声かけが期待され、困った時

に支え合うネットワークづくりが求められています。   

今後の取組 

① 高齢者の社会参加の促進 

社会福祉協議会、ＮＰＯやボランティア団体、行政などが高齢者の経験と知識

を活用することは、高齢者の生きがいにもつながるため、高齢者の社会参加の促

進に取り組むとともに、各種ボランティア活動の周知や必要な支援に努めます。 

また、介護予防教室は、これまで実施していない地域で開催し、自主グループ

のない地域の解消をめざします。 

さらに、※いきいき百歳体操を普及するための指導者等リーダー的役割を担う人

材の養成講座の開催をはじめ、※音楽健康指導士を含めたボランティアの活躍の場

を広げることができるよう社会福祉協議会と連携して取り組みます。 

② 高齢者の就労機会の確保 

※介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス事業をシルバー人材

センターに委託したことにより、就労の場の確保に繋がっています。 

引き続き、訪問介護事業所等、担い手育成研修受講者の雇用の場の創出や育成

研修の実施を進めます。 

また、広報紙での周知など、シルバー人材センターが実施する地域に密着した

活動を支援し、高齢者の就業機会の拡大や社会参加と生きがいの充実を促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

３ 安全で安心な環境づくり 

 

（１） 自主防災活動の推進 

【現状と課題】 

近年、台風や大雨等の自然災害が増加しており、市民の防災に対する関心は高まっ

ています。今後も、災害から自らを守るための意識や知識を高めることが肝要です。 

また、緊急時や災害発生時には、市民による互助・共助がとりわけ重要で、いざと

いう時に備え、自発的な防災・減災による被害減少のために自主防災組織の増加や加

入促進が必要です。 

今後の取組 

① 防災知識の普及・啓発及び防災訓練の実施 

市民の防災意識向上等を目的に伊達市※防災アドバイザーによる、広報紙への防

災コラム掲載や防災講演会を実施します。 

また、市民と協働のもと市内各地区での各種避難訓練を実施し、市民の防災意

識を高めるための支援を行うとともに、新しい情報伝達のあり方を検討します。 

② 自主防災組織の結成促進 

自治会を中心とする自主防災組織の結成を支援し、自主防災活動を助長するた

め、資器材の整備費や活動経費の助成を引き続き行います。 

また、「自主防災組織結成（活動）のてびき」を作成するなど、一層の周知を

図ります。 

 

（２） 避難行動要支援者支援の環境づくり 

【現状と課題】 

ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみで構成される世帯が増えており、災害発生が予

測される時に、支援が必要な高齢者や障がいのある人を近くに住む人や各団体が連携

しながら、いち早く支援を行うことが必要になります。 

そのため、平常時から支援が必要となる対象者の事前の把握とその対策を講じてお

くことが大切であり、各関係者、関係機関相互で必要な情報を共有し、誰がいつ、ど

う支援するか、あらかじめ検討することが求められます。 

今後の取組 

① 避難行動要支援者の把握と支援体制の構築 

「伊達市避難行動要支援者対策計画」に基づき作成された避難行動要支援者名

簿を活用し、実効性のある避難支援をめざします。 

また、災害発生時に備えて、警察、消防、自治会、社会福祉協議会及び民生委

員など関係者で情報を共有し、災害発生に備えた支援体制の構築に努めます。 
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③ 地域ぐるみによる支援体制の整備 

「伊達市避難行動要支援者対策計画」に基づき協定を結び指定された福祉避難

所、自治会（自主防災組織）及び各関係機関と避難訓練を実施するなど、災害時

の連携確認を進めます。 

 

（３） ユニバーサルデザインの推進 

【現状と課題】 

歩道の段差解消や点字ブロックの設置、歩きやすい舗装など安全な歩行者空間の確

保を進め、「高齢者・障がい者等へのアンケート」や市民参加の「まちあるき」を実

施し、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく伊達市バリ

アフリー構想策定に向けて、計画段階から利用者の様々な意見が反映できるようにし

ました。 

引き続き、各施設の※バリアフリー化や商店街の休憩スペースの設置など、※ユニバ

ーサルデザインに配慮した取組が求められています。 

高齢者や障がい者も含めたあらゆる方が利用する施設や、それらを結ぶ経路の一体

的なバリアフリー化を計画的に促進します。 

今後の取組 

① 計画段階における市民の参画 

 バリアフリーのための改修や公共施設の新たな建設にあたっては、計画段階か

ら利用者等の様々な意見が反映できるように引き続き努めます。 

② 安全な歩行者空間の確保 

点字ブロックの設置や歩道の段差解消を行うとともに、音響付信号機の設置な

どを関係機関に働きかけることとします。 

また、新施設についてはユニバーサルデザインの考え方を導入し、引き続き安

全な歩行空間の確保に努めます。 

 

（４） 安全な生活環境の創出 

【現状と課題】 

地域における犯罪の防止と生活の安心と安全を図る取組を関係機関の協力を得て進

めてきました。 

高齢者や障がい者、子どもを含めた生活者の視点に立った防犯や交通安全など、地

域の危険箇所についての把握や周知、そしてその解消が求められています。 
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今後の取組 

① 高齢者や子どもを含めた生活者の視点に立った防犯や交通安全 

地域と連携を図り、ＬＥＤ防犯灯の設置等について自治会に対して引き続き補

助し、児童生徒の通学時の安全確保のため、学校通学路に防犯灯の設置を行うと

ともに、各地域の防犯協会や警察機関と協力し、市内のパトロールや街頭啓発を

引き続き行っていきます。 

近年、車上荒らしの被害が多く発生し、不審者情報も依然として多く寄せられ

ており、犯罪の防止や犯罪に遭わないための意識啓発と情報提供を行います。 

また、増加する高齢者ドライバーの交通事故防止について、関係機関と協力し

て、高齢ドライバーの自覚を促す取組や、運転免許証の自主返納に繋がる取組を

進めます。 

さらに、犯罪に巻き込まれないための知識や防止策について、犯罪被害の具体

例や被害を受けた時の相談方法などについて関係機関と協力して情報提供を行い

ます。  

 

（５） 愛のりタクシーの普及及びバス路線の維持・再編 

【現状と課題】 

本市独自の※愛のりタクシーの利用・拡大に努めてきました。 

引き続き、通院や買い物で移動の際、高齢者の負担を軽減する安くて便利な交通手

段の確保が望まれます。市内交通資源の実態調査や各種調査の結果分析を行い、実情

にあった新たな地域交通体系構築の検討が必要となります。 

今後の取組 

① 愛のりタクシーの利用拡大 

高齢者の生活の足の確保を図るとともに、地域経済の活性化を図ることを目的

としており、認知度向上を目的とした広報紙による周知活動や利用者の利便性の

向上のために随時サービスの見直しを行い、利用拡大に努めます。 

② バス路線の維持・再編 

人口減少と高齢社会に対応した交通体系の確立に向けて、市内に存在する交通

資源の実態把握や過去に行われた各種調査の結果分析等を通じて、市民を取り巻

く交通の現状を把握し、本市にふさわしい地域交通体系を検討します。 

 

（６） 高齢者等向け住宅の確保 

【現状と課題】 

駅前団地、ほのぼの団地に高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）が整備されて

おり、※LSA（生活援助員）を配置し、入居者の生活指導、相談、緊急時の対応等を

行い、高齢者等が安心して生活ができる環境づくりを行っています。 
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引き続き、高齢者や障がいのある人が安心して暮らせる住まいづくりが必要となり

ます。                          

今後の取組 

①  住宅確保要配慮者向け住宅の確保  

「伊達市住生活基本計画」に基づき、住宅確保要配慮者向けの公営住宅の確保

に努め、住宅困窮度に応じて入居へ対応することとします。 

また、高齢者等世帯については、１階の住宅への入居を案内することとしてい

ますが、従前から２階以上の住宅に入居しており生活に支障をきたしている高齢

者等世帯については、１階の住宅への住み替えを推進していくとともに、今後、

老朽化等により大規模な内部改修が行われる場合には、段差の解消や手すりの設

置、浴室の整備など、高齢者や障がいのある人の特性に配慮した住宅改善を推進

します。 

さらには、※伊達ウェルシーランド構想のひとつとして取り組んできた民間活力

を利用した高齢者向けの優良な賃貸住宅（伊達版安心ハウス）の啓発に努め、空

き家を有効活用して、生活の安定や自立の促進に係る取組を進めます。 
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第２ 地域福祉の担い手づくり 

 

１ 福祉意識の醸成と啓発 

 

（１） 福祉教育の推進 

【現状と課題】 

共生社会の形成に向けて、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶ 

※インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、障がいのある児童・生徒の自立や社

会参加を促進するため、乳幼児期から中学校までの一貫した支援を目指し、幼稚園・

保育所、学校、医療機関の関係機関等と連携し、特別支援教育を進めてきました。 

子育てや教育に関しての様々な悩みなどがある保護者の教育相談を実施、校内※特

別支援教育コーディネーターや※特別支援教育支援員・介護員を対象にした研修を行

い、障がいについての理解を深め、個に応じた適切な支援を充実させるための研修を

行いました。学校においては、児童生徒一人ひとりの障がいに応じて個別の教育支援

計画及び指導計画を作成し、効果的な支援に努めるとともに、評価を踏まえ見直しや

改善を行うなど、継続的な指導を行っています。          

また、※特別支援教育に対するニーズも拡大しており、関係機関等と連携した取組

の充実が求められています。 

今後の取組 

①  障がいのある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育的支援 

特別支援教育に対するニーズの拡大に合わせて、幼児期や小学校低学年段階な

ど、早い段階から保護者が特別支援教育について理解を深める機会が必要となる

ため、就学前における教育相談や特別支援教育に対する研修機会が充実するよう

関係機関との連携を図るよう努めます。 

 障がいのある児童・生徒とそうでない児童・生徒がともにレクリエーションや

体験活動を楽しむ交流の場やイベントの推進に引き続き取り組みます。     

② 人権教育・啓発の推進 

人権尊重の精神を身につけるためには、様々な困難な状況にある人たちの存在

を認識することが大切です。地域に暮らす人たちがともに支え合う社会意識を育

むために、地域や家庭における人権教育や啓発を進めます。 

③ 福祉に関する学習機会の提供 

地域の特長や資源を活かし、子どもと大人が世代を超えて交流し、学校教育な

ど様々な福祉に関する学習機会の提供を通して知的関心を深めるとともに、体験

を通してボランティア活動の理解と関心を高めていきます。 
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２ ボランティアなどの育成・支援 

 

（１） ボランティア活動・市民活動の助長 

 

(1)-１ 地域ボランティア活動の充実 

【現状と課題】 

本市においては福祉ボランティアをはじめ、文化・観光などの様々なボランティア

活動団体があり年々活動がさかんになってきていますが、相互に交流する機会や発表

の場も少ないため、ボランティアの声を吸い上げるシステムづくりが求められていま

す。 

また、困った時に気軽に話せる人や場所、ボランティアの橋渡しをするようなシス

テムが望まれており、地域で活動するボランティアを育成するためには、中心となっ

て活躍するボランティアリーダーの養成が求められています。 

少子高齢社会を迎えた本市において、「自助」には本人はもちろん家族の問題があ

ったり、「公助」には財政的な制約があることから、今後は地域における「互助・共

助」の充実が欠かせないものとなっています。 

今後の取組 

①  活動拠点の確保とボランティアネットワークの整備 

社会福祉協議会やＮＰＯ、ボランティア団体が相互に連携を図り、それぞれに

おいて総合的な情報が得られ、様々な活動団体が交流できるよう支援するととも

に、ネットワーク機能の整備を促進します。 

② 相談窓口の充実 

ボランティアをしたい人、受けたい人のニーズを集約し、今後も円滑なサービ

スの提供・利用が進むよう、相談窓口の充実に努めます。 

③ ボランティアリーダーの人材育成 

市民のボランティア活動への参加を促すため、社会福祉協議会と連携を図り、

誰もが気軽に参加できるボランティア講座や研修会・学習会を開催し、地域での

ボランティア活動の中心を担える人材の育成を図ります。 

 

(1)-2 地域活動の情報交流の充実 

【現状と課題】 

社会福祉協議会が中心となって「ふれあい広場」やボランティアフォーラムを開催

しています。 

ボランティア活動を普及するためには、地域と密接に連携する必要があり、ボラン

ティア座談会や情報交換会などによるきめ細かな情報交流が求められています。 
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今後の取組 

① 地区社会福祉協議会、民生委員児童委員、ＮＰＯ、ボランティアなどの情報交流 

の充実 

地域やＮＰＯ、ボランティア団体による活動情報を収集し、社会福祉協議会や

民生委員との連携を図るため、連絡会議やボランティアフォーラムの開催などに

より情報交流と連携強化を図ります。 

 

(1)-3 学校と地域との連携によるボランティア活動や世代間交流の推進 

【現状と課題】 

伊達市地域子ども会育成連絡会議が解散するなど、青少年によるボランティア活動

は減少傾向にあります。 

住みよいまちにするためには若い世代の育成が必要であり、中学生・高校生のボラ

ンティア体験学習の実施などが求められています。 

また、核家族化の進行などで、青少年の成長過程における様々な体験活動が不足し

ている中、社会性や心豊かな人間性を育んでいく必要があります。 

今後の取組 

① 学校におけるボランティア活動や世代間交流 

学校教育においては、総合的な学習の時間を活用して、地域の高齢者・障がい

のある人との交流や老人施設、福祉施設でのボランティア活動の体験などを通し

て福祉意識の啓発を推進します。 

② 青少年によるボランティア活動 

地域との協働により青少年によるボランティア活動を推進します。 

 また、次代の福祉の担い手として継続して活動に取り組めるように、青少年の

ボランティア活動への理解とボランティアサークルの結成を促進します。 

                               

（２） ＮＰＯ活動の支援促進 

【現状と課題】 

市民相談窓口に広報紙等を設置し、ＮＰＯ団体の活動紹介や各種イベントの周知を

行っています。 

また、市民活動の拠点となる「市民活動センター」を開館しており、市内の市民活

動団体を中心に利用しています。住みよいまちづくりを進めるうえで、ＮＰＯ団体の

活動は欠かせない存在となっています。 
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今後の取組 

① ＮＰＯの活動拠点の整備・支援の促進 

ＮＰＯ団体や活動の紹介、各種イベントの告知など情報の収集・発信など様々

な活動を支援します。 

 市民活動団体の健全な発展を促すため、ＮＰＯ法人設立に関する情報提供や構

成員が固定化、高齢化している団体の運営について支援する取組を進めます。 
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第３ 多様なサービス提供の仕組みづくり 

１ 情報提供の充実 

 

（１） わかりやすい情報の提供と事業者との連携 

【現状と課題】 

情報は日常生活や社会参加などに欠かすことができないため、定期的に広報紙に掲

載し、福祉サービスについては市ホームページにより掲載しています。 

地域福祉を推進するうえで、行政施策が市民にわかりやすくきめ細やかに伝わる機

会と手段が必要です。 

情報提供の機会の拡大と内容の充実が求められています。 

今後の取組 

① 福祉サービスの情報提供の検討 

市ホームページや広報紙に保健、福祉に関する情報掲載を行い、高齢者や障が

い者に配慮したわかりやすい保健福祉サービスの情報提供の充実に努めます。 

 また、福祉サービスに関するパンフレットの窓口配布など、継続した情報提供

に取り組みます。 

② 福祉事業者に関する情報提供の推進 

福祉サービスの質の向上を図るため、民間事業者等に対し事業内容の公開に取

り組むよう継続した働きかけを行うとともに、市ホームページや独立行政法人福

祉医療機構が運営している福祉・保健・医療の情報提供を総合的に提供している

情報サイトなどを通して、提供する福祉サービスの内容や費用について積極的に

情報提供を行います。 

 

２ 相談体制の充実強化 

 

（１） 相談体制の充実 

【現状と課題】 

市民の多くがそれぞれの悩みや不安を持ち、福祉や生活に関するサービス利用者か

ら様々な相談や苦情・要望などが寄せられていることから、相談体制の充実とその解

決が望まれています。障がいのある人（児）に対する様々な相談業務は、市が北海道

社会福祉事業団に委託し「相談室あい」で、高齢者の相談は、社会福祉協議会に委託

し、地域包括支援センターでそれぞれ行っております。 

また、生活困窮者相談及び、ひとり親家庭等相談については、※行政相談員、※母子

・父子自立支援員を通して行っており、それぞれのサービス等に関する相談や苦情等

を適切かつ迅速に解決するよう努めることが重要です。 
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今後の取組 

① 福祉サービス全般に関する相談や苦情等解決の推進 

市や事業所段階で解決できないものについては、その内容に応じた適切な対応

ができるよう、ケース会議やサービス利用調整会議を開催し、関係機関との連絡

体制の整備を図ります。 

また、社会福祉課に障がい者虐待防止センターが設置されており、各種相談・

虐待の通報を受け付けるとともに市ホームページで障がい者虐待防止を継続的に

呼びかけていきます。 

 

３ 利用者主体のサービス実現 

 

（１） 福祉サービスの充実と利用支援 

【現状と課題】 

地域における生活課題や福祉ニーズが複雑化・多様化するとともに、国においても

各福祉分野における制度改革などが進められていることから、このような状況に対し、

よりきめ細やかなサービスを提供していくため、サービス内容の見直しや充実を図っ

ていく必要があります。 

また、福祉サービスの利用にあたっては、利用者が必要なサービスを自らの意思で

選択して利用できる仕組みとなっていますが、福祉サービスを必要とする人の中には、

認知症や障がいなどにより必要なサービスの選択ができない人がいます。こうした人

たちが地域で安心して生活を送れるよう、日常生活における福祉サービスの援助や代

行、利用料の支払い等の日常的な金銭管理等については、北海道社会福祉協議会が行

う日常生活自立支援事業の浸透が要請されています。 

さらに、判断能力が充分でない方々が自立して生活できるように、財産管理や身上

監護を通して支援する制度の紹介や周知が望まれています。 

今後の取組 

① 日常生活自立支援事業の推進 

社会福祉協議会と連携して高齢者や障がい者の自立を支援する日常生活自立支

援事業を有効に活用できるようホームページ等の掲載、制度の紹介や浸透を図り、

普及・啓発に努めます。 

また、地域包括支援センターや民生委員と連携して、対象者の把握、利用の促

進に継続して努めます。 
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② 成年後見制度等の普及 

認知症の高齢者や障がい者の生活、権利、財産を守り、本人の希望に沿ったサ

ービスの提供をするため※成年後見制度や※成年後見利用支援事業などを普及し

ていきます。 

また、地域包括支援センターと連携し、高齢者に対する虐待の防止やその早期

発見のための事業、その他高齢者の人権や財産を守るうえで必要なノウハウや仕

組みについての啓蒙活動のため、出前講座等を継続的に実施します。成年後見支

援センターは、多様化・複雑化した課題に対応するため、権利擁護や生活困窮者

支援など一体的な相談・支援体制の整備を進め、必要に応じて市民後見人等の育

成や活動支援等に努めます。 

③  地域での生活を支える基盤の確保 

 「高齢者保健福祉計画」、「介護保険計画」、「子ども・子育て支援事業計画」、

「障がい者計画」、「障がい福祉計画」、「健康づくり伊達２１」、「伊達すこ

やか親子２１」に基づき、多様なサービスを計画的に整備するとともに、利用者

の視点に立った円滑な提供に努めます。 

 また、医療や介護、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの包括的な支援体制の確保が一層図られるよう、同一事業所内で高齢者と障

がいのある人の福祉サービスを受けられる「共生型サービス」の提供体制の整備

を促進します。 

さらに、地域共生社会の実現に向けて、その土台となる地域力の強化を図りま

す。 
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第４ 地域福祉ネットワークの体制づくり 

 

１ 地域のネットワーク化 

 

（１） 家庭・地域・行政の連携強化 

【現状と課題】 

事業者協力による高齢者等地域見守り活動（※もしかしてネット）を取り組んでい

ます。支援が必要な人に対する保健、福祉、医療のネットワークづくりを進めるうえ

で、地域、民間事業者、ＮＰＯやボランティア団体、社会福祉協議会及び行政が相互

に連携することがますます重要となっています。 

また、福祉委員は地域活動の担い手としての役割があり、その連携が求められてい

ます。 

２０１５年（平成２７年）に生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者への支援

の強化が求められています。 

罪を犯した人達の自立に向けての支援が重要と考えられることから、更生について理

解を深めるため、引き続き「※社会を明るくする運動」の取組が重要となっています。 

今後の取組 

① 福祉委員との連携 

社会福祉協議会と連携し、地域福祉の担い手の一人である福祉委員の育成や資

質の向上を支援して地域福祉の充実に努めます。 

 また、社会福祉協議会が作成した「福祉委員活動の手引き」の活用を図ります。 

② 地域におけるネットワーク支援体制 

地域における市民と事業者が一体となった子どもや高齢者、障がいのある人等

の見守り組織づくりを促進し、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日

常生活を営むことができるよう地域生活課題に関する相談を把握し、医療、介護、

予防、住まいや日常生活の支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの確

立に向けて取り組みます。 

 また、山下町の高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に配置したＬＳＡ（生

活援助員）を活用して、周辺地域に対する高齢者等の地域見守り活動を進めます。 

                            

③ 生活困窮者等を支える各種福祉団体で構成されるネットワーク体制の確立 

何らかの支援が必要である、いわゆる「制度の狭間」にある人や生活困窮者の

自立を支援するため関係機関の相談連携を進め、伊達市生活困窮者自立支援協議

会の活動を強化し、自立した生活が送れるよう支えるネットワーク体制を確立し

ます。 
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また、高齢者又は障がい者をはじめ、保健医療、福祉等の支援を必要とする犯

罪をした人に必要な支援等を提供し、地域生活を可能とするため関係機関の連携

を進めます。 

 

（２） 社会福祉協議会との連携強化 

【現状と課題】 

本市においては、地域福祉を主体的に担う社会福祉協議会のほかに、高齢者の地域

生活をサポートする「伊達市地域包括支援センター」や知的障がい者の地域生活をサ

ポートする「※だて地域生活支援センター」が高齢者や障がい者の地域生活をサポー

トしています。 

地域福祉の充実を図っていくためには、各種の福祉事業を効果的・効率的に実施し、

より円滑に推進するため、社会福祉協議会が主体となって、関係機関や団体との連携、

協力を図り地域福祉の総合的な体制づくりが求められています。  

今後の取組 

①  社会福祉協議会との連携 

民生委員、自治会、地区社会福祉協議会、老人クラブなどの地域活動を行う団

体が相互に連携補完しあって地域福祉の向上・充実に向けた体制づくりを推進し

ていくうえで、地域福祉の推進役となる社会福祉協議会とより一層の連携強化に

努めます。 

また、地域における各種福祉サービスの相談支援、ボランティア活動への支援、

共同募金運動への支援など社会福祉協議会と連携し、強化に努めます。 

さらに、社会福祉協議会が主体的に地域福祉活動の中心となり、地域活動を行

う団体のコーディネーターの役割を強化していきます。 

 

（３） 自主活動団体・ボランティア団体のネットワークづくり 

【現状と課題】 

市内における※自主活動団体・ボランティア団体は、増加傾向にあり、市内高等学

校においても積極的なボランティア活動に取り組まれています。 

地域福祉の充実を図っていくためには、市民のボランティア活動に対する理解を深

めることが重要であり、その参加を促進するためには、情報を収集し提供するととも

に相談や調整ができるネットワークづくりが必要となります。 

今後の取組 

① 自主活動団体・ボランティア団体のネットワークづくり 

市民活動団体の立ち上げやネットワークづくりを担う市民活動支援員による市

民団体のネットワーク化、情報共有化、組織化が進んでいくよう各団体の連携、

促進するための意見交換等も実施していきます。 
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（４） 当事者団体のネットワークづくり 

【現状と課題】 

精神障がい者の※当事者団体が他団体との交流を行い、社会参加の促進や社会性の

回復を促進し、地域における理解と支援の輪を広げています。 

地域にある老人クラブや障がい者団体、育児クラブなどの組織のネットワークづく

りを進めるとともに、生活全般を含めた支援や情報の共有など連携体制づくりが求め

られています。 

今後の取組 

① 当事者団体のネットワークづくり 

各団体間の情報提供やネットワークづくりを進め、利用者本位のサービス提供に

努めます。 

また、様々な当事者の組織や活動を支援していくことで、活動の場を確保し、地

域における理解と支援の輪を拡げていきます。 

 

（５） 行政関係機関のネットワークづくり 

【現状と課題】 

連合自治会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、ボラ

ンティア団体、ＮＰＯなどが地域における身近な問題の発見とその解決に向けて、見

守りや声かけ、相談支援など様々な地域の福祉活動に取り組んでいます。 

また、伊達市地域包括支援センターが中心となり、地域の高齢者の多様なニーズに

対応するため、介護、福祉、保健、医療等の各種サービスや地域での重層的な見守り

体制の構築に向けて情報を共有するため、各専門分野からの意見が得られる「地域ケ

ア会議」を定期的に行っています。 

こうした組織が連携、協力し、地域の実情に即した活動ができるような地域包括ケ

アシステムの構築に取り組むための体制づくりが必要となります。 

今後の取組 

① 地域のネットワークづくりの推進 

市内の事業協力者による高齢者等地域見守り活動※（もしかしてネット）などの

様に、活動を行っている組織が連携、協力して、地域で支え合うネットワークの

構築を進めます。 

また、効果的な地域福祉の推進を図るため、社会福祉協議会との連絡会議等を

開催するなど連携を強化します。 

さらに、庁内の福祉分野以外の部局とも連携し、住民参加による地域福祉の推

進体制の検討、整備を図ります。 
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② 市役所内の全庁的な体制の強化 

 地域生活に課題を抱える人を包括的に支援していくため、福祉、保健、医療も

含めた庁内の部局横断的な連携体制の強化を進めます。 



 

 



 

 

資料編 
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用語解説 

 

あ行      

 

愛のりタクシー 

 伊達ウェルシーランド構想（後術）の一環として６０歳以上の高齢者を対象と

した会員制のドア・ツー・ドアの乗り合いタクシーです。 

 

いきいき百歳体操 

 高知県が開発した「おもり」を使った効果的な筋力運動を伊達市版にアレンジ

した体操になります。 

 

インクルーシブ教育 

 障がいのある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人ひとりの教

育的ニーズにあった適切な教育的支援を「通常の学級において」行う教育です。 

 

NPO 

 政府・自治体や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで社

会的な公益活動を行う組織・団体のことです。特定非営利活動法人、非営利団体

等を指します。 

 

LSA（生活援助員） 

 シルバーハウジングなど高齢者が居住する集合住宅において日常生活の生活

指導・相談、安否確認、一時的な家事援助などを行うための要員のことを言いま

す。Life support adviser の略となります。 

 

音楽健康指導士 

 一般社団法人日本音楽健康協会が認定する資格で、健康カラオケ機械を使用

し、「音楽健康セッション」のアシスタントを行うことができる資格のことです。 

 

 か行 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 介護保険法の改正により２０１５年（平成２７年）４月に施行された事業です。 
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カラーユニバーサルデザイン 

 色の見え方が一般と異なる人にも情報がきちんと伝わるよう色使いに配慮し

たユニバーサルデザインです。 

 これは「NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構」が作った名称であり、

一般名称としてはカラーバリアフリーという呼び方も使われています。 

 

協働 

複数の主体が、何らかの目標を共有し、共に力を合わせて活動することです。 

 

行政相談員 

 行政相談委員法に基づき、各市町村に設置される役職で総務大臣から委嘱を

受けた人です。 

 

コーディネーター 

 物事が円滑に行われるように、全体の調整や進行をする人です。 

 

 さ行 

 

社会福祉法 

 社会福祉について規定している日本の法律です。制定時の法律の題名は社会

福祉事業法で、２０００年（平成１２年）法律第１１１号により法律の題名を改

正しました。日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法

律で、福祉六法に影響を与えることから１９９０年代に改革を迫られた経緯が

あります。 

 

社会を明るくする運動 

 法務省が主唱する、犯罪をなくして社会を明るくするためにすべての日本国

民が犯罪の防止と犯罪者の矯正及び更生保護についての正しい理解を深め、進

んでこれからの活動に協力するように全国的に呼びかける啓発活動です。 

 

消費者被害 

 「お金」「健康」「孤独」の３つの大きな不安を悪質業者は言葉巧みにこれらの

不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄など大切な財産を狙うことが多

く、電話勧誘販売や家庭訪販による被害が多いのが特徴です。 
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手話言語条例 

 手話を言語として認め、手話が日常生活に取り入れ、ろうあ者と健常者が共生

できる社会を目指す条例です。本市では２０１７年４月（平成２９年４月）に条

例化しています。 

 

自殺対策基本法 

 年間の日本自殺者数が３万人を超えていた日本の状況に対処するため制定さ

れた法律です。 

 ２００６年（平成１８年）６月２１日に交付、同年１０月２８日に施行された

主として内閣府が所管するほか、厚生労働省に特別の機関として設置される自

殺総合対策会議が「自殺対策の大網」を定めています。 

 

自主活動団体 

 本計画では、地域において自主的に活動する自治会や老人クラブ、PTA、地

区社会福祉協議会などを指します。 

 

成年後見制度 

 この制度は、判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者・知的障がい者・精神

障がい者等）に対して、その能力を補充するために代理人等を定め、その代理人

が本人の権利擁護を基本として、財産管理や福祉サービスを含む各種法律的契

約事務を行うものです。悪徳商法のトラブルを防ぐことができます 

 また、親権者が亡くなったり、虐待などの理由で親権を失ったりして親権者が

いなくなることがありますが、その場合は親権者に代わって後見人が選任され

未成年の保護にあたる制度のことを「未成年後見人制度」といいます。 

 

成年後見利用支援事業 

 本人の収入や資産の状況から、家庭裁判所への審判請求費用及び後見人等の

報酬を負担することが困難と認められる方に対し、その費用や報酬の全部又は

一部を助成する制度です。 

 

 た行  

 

伊達ウェルシーランド構想 

 官民協働により高齢者が安全に安心して生活することができる豊かなまちづ

くりを進めるとともに、高齢者の求めに応える新たな生活産業を創出し、働く人

たちの雇用を促進し、豊かで快適な活力ある暮らしの実現を目指すものです。 
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だて地域生活支援センター 

 本市では、障がい者の就労支援やグループホームの利用、相談とその他総合相

談の専門窓口があり、地域の関係機関や法人内の各事業所とも連携を取りなが

ら専門的な支援を行い、各種サービスや事業の紹介、利用調整を行っている事業

所になります。 

 

地域共生社会 

 誰もが住み慣れた地域で生きがいをもって暮らし、共に支え合う社会のこと

です。 

 

地域包括ケアシステム 

 高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けることができるように「医療」 

「介護」「介護予防」「生活支援」「住まい」という５つのサービスを不自由なく

一体的に提供する地域の支援体制のことです。 

 

地域包括支援センター 

 社会福祉協議会が市の委託を受けて、公正・中立の立場を基本として、高齢者

が住み慣れた地域で自分らしい生活が送れるよう支援する総合機関です。 

 高齢者やその家族の医療、保健、介護及び福祉などなど様々な方面から総合的

に支援する事業所です。 

 

踏襲 

 それまでのやり方を受け継いでその通りにやることです。 

 

当事者団体 

 支援を受ける側で組織する各種団体のことです。 

 

特殊詐欺被害 

 面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座へ

の振り込み、他の方法により現金等をだまし取る詐欺です。 

 振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証詐欺、還付金詐欺）な

どを総称したものになります。 

  

特別支援教育コーディネーター 

 発達障がい者の特別支援をするための教育機関や医療機関への連携、その者

の関係者への相談窓口を行う専門職を担う教職員のことです。 
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特別支援教育支援員 

 幼稚園、小、中学校、高等学校において、障がいのある児童生徒に対し、食事、

排泄、教室の移動補助等、学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障

がいの児童生徒に対し学習活動上サポートを行う人です。 

 

特別支援教育 

 障がいのある幼児、児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援

するという視点に立ち、幼児、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そ

の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため適切な指導及

び必要な支援を行います。 

 

防災アドバイザー 

 高齢者や身体が不自由な方、その家族に接する機会が多い方に、訪問先で防火

や防災、救急事故に関するアドバイス（助言、指導）を行う人で、消防署が実施

する「防火アドバイザー研修」を終了している人のことをいいます。 

 

 な行  

 

ニーズ 

 要求、必要、需要を指します。 

 

日常生活自立支援事業 

 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者のうち、判断能力が不十分な方が

地域において自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助等を行う事業

です。 

 

ネットワーク 

 いろいろな分野でいろいろな使い方をされている言葉で、本計画では、人と人

のつながり、人脈などを指しています。 

 

 は行 

 

バリアフリー 

 高齢者や障がいのある人などの社会生活におけるさまざまな障壁を取り除き、

誰もが暮らしやすい社会環境を整備するという考え方のことをいいます。 
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避難行動要支援者 

 ２０１３年（平成２５年）６月の災害対策基本法の改正から使われるようにな

った言葉で、高齢者、障がい者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合に自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため特に支援を必要とする人です。 

 

母子・父子自立支援員 

 ひとり親家庭又は寡婦家庭に対し、生活一般の相談に応じ、経済・教育など諸

問題の解決を助け、その自立に必要な指導にあたる人です。 

 社会福祉主事の任用資格又は社会福祉士国家資格を有し、社会的信望があり、

職務を行うのに必要な熱意と識見をもっている人のうち、市長が任命する非常

勤職員です。 

 

福祉委員 

 地域において、福祉問題の発見や福祉情報の伝達、近隣の協力者の開拓や近隣

住民と当事者の結びつけなど、自治会役員や民生委員児童委員と協力して要支

援者見守り活動や地域生活支援活動を行う協力者で社会福祉協議会から委嘱さ

れている人です。 

 

ボランティア 

 自主的に社会事業などに参画し、奉仕活動をする人です。 

 

 ま行 

 

もしかしてネット 

 高齢者が安全で安心して暮らせる社会づくりを進めるため、伊達市と市内で

配達等をされている事業者との間で協定を締結し、高齢者等の地域見守りを行

う活動です。 

  

 や行 

 

ユニバーサルデザイン 

 障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすい都

市や生活環境をデザインする考えを意味します。 
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１ 地域福祉計画の策定経過 

 

   計画策定体制については、行政組織として地域福祉計画策定会議を設置し、現行計

画の「第３期伊達市地域福祉計画」を見直し、新計画素案を作成しました。 

   また、市民参加のため関係福祉団体の推薦委員と公募委員（人材バンク等）により

地域福祉計画策定委員会を組織し、計画案の審議検討を行いました。 

 

 

 平成３０年 

  １０月 ９日 伊達市地域福祉計画策定会議開催（庁内組織：第１回） 

         ・伊達市地域福祉計画進捗状況調査を実施 

１０月２５日 伊達市地域福祉計画策定委員会設置（市民組織：第１回） 

         ・委嘱状交付、第４期伊達市地域福祉計画の概要について 

１１月１４日 伊達市地域福祉計画策定会議開催（庁内組織：第２回） 

         ・第４期伊達市地域福祉計画素案確認について 

  １１月２７日 伊達市地域福祉計画策定委員会開催（市民組織：第２回） 

         ・第４期伊達市地域福祉計画素案について 

  １２月１４日 伊達市地域福祉計画策定会議開催（庁内組織：第３回） 

         ・第４期伊達市地域福祉計画素案について 

１２月２６日 伊達市地域福祉計画策定委員会開催（市民組織：第３回） 

       ・第４期伊達市地域福祉計画最終案について 

 

 平成３１年 

   １月１５日 経営会議付議（原案決定） 

  

１月１８日 原案に対する市民意見公募（パブリックコメント）開始 

（２月１８日まで） 

   ３月    第４期伊達市地域福祉計画決定 
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 ２ 伊達市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

伊達市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は、市民が主体となった地域福祉を推進する計画を策定するため、伊達   

 市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その組織運営等     

 について必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、地域福祉計画の原案について検討を行う。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、市長が委嘱する委員１４名以内をもって構成する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画決定までとする。 

２ 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年８月３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年８月１６日から施行する。 
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３ 伊達市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

 

伊達市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

（敬称略、順不同） 

 推 薦 団 体 氏    名 備    考 

委員長 西胆振心身障がい者職親会 大 垣 勲 男 副会長 

副委員長 伊達市社会福祉協議会 福 士 憲 昭 理事 

 伊達市民生委員児童委員協議会 山 本 弘 司 副会長 

 伊達市ボランティア連絡会 清 水 悦 郎 会長 

 伊達市老人クラブ連合会 松 下 尚 敬 常任理事 

 伊達市連合自治会協議会 菅 原 讓 司 環境福祉委員 

 伊達身体障がい者福祉協会 塙   武 夫 副会長 

 北海道社会福祉事業団太陽の園 船 水 雅 弘 総務部長 

 社会福祉法人思誠会 長 沼 雄 二 セイントヒルズ施設長 

 社会福祉法人伊達睦会 大 越 祐 平 事務局長 

 社会福祉法人くさぶえ 平 塚 久 美 
子育て支援センター

「えがお」センター長 

 伊達市校長会 葛 西 正 敏 会長 

 公募 大 宮 早 苗  

 公募（人材バンク） 荒 井 秀 樹  
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